
第四十条の三  医療機器の修理業については、第二十三条の二の十四第三項及び

第四項、第二十三条の二の十五第二項、第二十三条の二の十六第二項並びに第

二十三条の二の二十二の規定を準用する。 

 

（休廃止等の届出）  

第二十三条の二の十六 

２  医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者は、

その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は

医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者その他厚生労働省令で定め

る事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なけ

ればならない。 

 

 


